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財産形成貯蓄規程


（適　　用）
第１条　　この規程は、勤労者財産形成促進法に基づく財産形成貯蓄（以下「財形貯蓄」という。）の取扱いについて定めたものである。

（種　　類）
第２条　　財形貯蓄の種類は、一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄及び財形年金貯蓄とする。

（財形貯蓄契約および取扱金融機関）
第３条　　財形貯蓄契約は、一般財形貯蓄・財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄とする。
②　財形貯蓄の取扱金融機関は次のとおりとし、加入希望者はこれらのうち一つの金融機関を選択することができる。
1.　株式会社みずほ銀行
2.　労働金庫

（積立方法及び積立金額）
第４条　　財形貯蓄の積立方法および積立金額は、毎月の給与または賞与、もしくは給与・賞与の併用により次のとおりとする。
1.　給与からの積立金額　　1,000円の整数倍
2.　賞与からの積立金額　 10,000円の整数倍

（加入申込及び積立方法・積立金額の変更申込）
第５条　　財形貯蓄への加入及び積立方法・積立金額の変更は毎年４月・１０月に行うものとし、所定の書類により各々前月の１５日までに申し込むものとする。

（積立額の控除及び金融機関への預入）
第６条　　会社は前条の申し込みに基づき給与及び賞与から積立申込額を控除し、第４条第２項の金融機関へ預け入れるものとする。

（）
第７条　　財形貯蓄に対する利率及び利息の計算方法・計算時期・支払等については契約金融機関の定めによるものとする。

（積立の中断）
第８条　　財形貯蓄の積立の中断は原則として認めない。ただし、特段の事由（病気休職など）があり、積立を継続することが困難であると会社が認めた場合には、その事由が継続する間に限り積立を中断することができる。

（解約および払い戻し）
第９条　　財形貯蓄は次の場合解約または払い戻し（全部または一部）ができるものとする。
1.　加入者が解約または払い戻しを申し出たとき。ただし、原則として積立開始後１年間は認めない。
2.　加入者が退職もしくは解雇されたとき。
②　解約または払い戻しの請求は所定の書類により毎月末までに申し込むものとする。
③　前項により請求のあった払戻金については、翌月の１０日までに契約金融機関から当該加入者の指定する金融機関の口座に振込むものとする。

（残高通知）
第10条　　財形貯蓄の残高は、６か月毎に契約金融機関が作成する残高通知書により加入者へ通知する。

（届出事項の変更）
第11条　　加入者は財形貯蓄に関し、届け出た事項に変更が生じた場合は、所定の書類によりその旨届け出なければならない。


付　　則

第１条　　この規程は、1996年４月１日より施行する。
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